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仙北市
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自
宅
で
の
介
護
を
支
援
し
ま
す

仙
北
市
家
族
介
護
用
品
支
給

事
業
に
つ
い
て

　

仙
北
市
で
は
、
自
宅
で
寝
た
き
り
等

の
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
に
対

し
、
経
済
的
負
担
の
軽
減
や
在
宅
生
活

の
継
続
の
支
援
を
目
的
と
し
て
介
護
用

品
支
給
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
支
給
対
象
者
／
仙
北
市
に
住
所
を
有

　

し
、
要
介
護
認
定
で
要
介
護
４
ま
た

　

は
要
介
護
５
と
認
定
さ
れ
た
在
宅
の

　

高
齢
者
を
常
時
介
護
し
て
い
る
家

　

族
。
た
だ
し
、
市
県
民
税
非
課
税
世

　

帯
の
方
に
限
り
ま
す
。

※
施
設
へ
の
長
期
入
所
・
病
院
へ
の
長

　

期
入
院
の
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ

　

ん
。

●
申
請
方
法
／
各
地
域
セ
ン
タ
ー
・
出

　

張
所
、
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
、
次
の

　

３
枚
を
揃
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
家
族
介
護
用
品
支
給
申
請
書
（
各
窓

　

口
に
あ
り
ま
す
）

◎
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し

◎
世
帯
全
員
の
市
県
民
税
非
課
税
証
明

　

書
（「
介
護
用
品
券
支
給
申
請
に
必
要

　

な
為
」
と
お
伝
え
く
だ
さ
い
。
発
行
手

　

数
料
は
無
料
と
な
り
ま
す
。）

●
支
給
券
／
１
人
月
額
４
千
円
の
介
護

　

用
品
券

●
支
給
方
法
／
指
定
薬
局
に
介
護
用
品

　

券
を
提
示
し
、
紙
お
む
つ
・
尿
取
り

　

パ
ッ
ト
・
使
い
捨
て
手
袋
・
清
拭
剤
・

　

ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー
・
ウ
エ
ッ
ト

　

テ
ッ
シ
ュ
の
６
品
目
の
中
か
ら
希
望

　

の
介
護
用
品
と
引
き
換
え
て
ご
利
用

　

く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
西

　

木
庁
舎
）
（
43
）
２
２
８
３

自
宅
で
の
介
護
を
支
援
し
ま
す

仙
北
市
家
族
介
護
慰
労
事
業

に
つ
い
て

　
仙
北
市
で
は
、
自
宅
で
寝
た
き
り
等

の
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
に
対

し
、
在
宅
生
活
の
継
続
の
支
援
を
目
的

と
し
て
家
族
介
護
慰
労
事
業
を
行
っ
て

い
ま
す
。

●
支
給
対
象
者
／
要
介
護
者
と
住
所
、

　

生
計
を
同
じ
く
し
、
か
つ
、
現
に
介

　

護
し
、
１
年
間
の
対
象
期
間
中
、
継

　

続
し
て
要
介
護
者
を
主
と
し
て
介
護

　

し
て
い
る
方

※
要
介
護
者
と
は
、
仙
北
市
に
住
所
を

　

有
し
、
市
県
民
税
非
課
税
世
帯
に
属

　

す
る
方
で
、
慰
労
金
の
支
給
の
申
請

　

を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か

　

ら
起
算
し
て
遡
る
１
年
間
、
要
介
護

　

４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ
、
か
つ
、

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
（
年
間
７
日
以

　

内
の
短
期
入
所
、
年
間
90
日
以
内
の

　

入
院
を
除
く
）
を
受
け
て
い
な
い
方

●
申
請
方
法
／
各
地
域
セ
ン
タ
ー
・
出

　

張
所
、
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
、
次

　

の
３
枚
を
揃
え
て
申
請
し
て
く
だ
い
。

◎
家
族
介
護
慰
労
金
申
請
書
（
各
窓
口

　

に
あ
り
ま
す
）

◎
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し

◎
世
帯
全
員
の
市
県
民
税
非
課
税
証
明

　

書
（「
介
護
慰
労
金
申
請
に
必
要
な

　

為
」
と
お
伝
え
く
だ
さ
い
。
発
行
手

　

数
料
は
無
料
と
な
り
ま
す
。）

●
支
給
額
／
年
額
10
万
円

※
２
人
以
上
の
高
齢
者
を
介
護
し
て
い

　

る
場
合
も
同
額

●
問
合
せ
／
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
西

　

木
庁
舎
）
（
43
）
２
２
８
３

第
３
回
仙
北
市
総
合
美
術
展

の
作
品
募
集
に
つ
い
て

　

第
３
回
仙
北
市
総
合
美
術
展
を
次
の

日
程
で
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
／
平
成
26
年
２
月
５
日
（
水
）

　

～
２
月
16
日
（
日
）

●
出
品
申
込
期
間
／
平
成
25
年
12
月
１

　

日（
日
）～
平
成
26
年
１
月
８
日（
水
）

●
詳
し
く
は
、
広
報
折
り
込
み
チ
ラ

　

シ
「
第
３
回
仙
北
市
総
合
美
術
展

　

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

出
品
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
チ
ラ

　

シ
下
段
の
出
品
届
に
必
要
事
項
を

　

記
載
し
、
左
記
提
出
先
へ
提
出
く

　

だ
さ
い
。

　

た
く
さ
ん
の
出
品
お
待
ち
し
て
い

　

ま
す
。

●
出
品
届
提
出
先
・
問
合
せ
／

　

仙
北
市
総
合
美
術
展
実
行
委
員
会
事

　

務
局
（
仙
北
市
教
育
委
員
会　

生
涯

　

学
習
課
）　

（
43
）
３
３
８
３

　

住
所
：
仙
北
市
角
館
町
東
勝
楽
丁
19

国民年金
だより

平
成
25
年
10
月
分
か
ら
の

　
　
　
　
年
金
額
の
改
定
に
つ
い
て

　

現
在
の
年
金
額
は
、
過
去
に
物
価
が

下
落
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
金
額

を
据
え
置
い
た
こ
と
で
、
本
来
の
水
準

よ
り
も
２
・
５
％
高
い
水
準（
特
例
水
準
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
の
法
律
改
正
で
、
平
成
25

年
10
月
、
平
成
26
年
４
月
お
よ
び
平
成

27
年
４
月
に
段
階
的
に
特
例
水
準
を
解

消
す
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
財
政
の
改

善
を
図
る
と
と
も
に
、
将
来
の
受
給
者

と
な
る
若
い
世
代
に
も
考
慮
し
て
、
世

代
間
の
公
平
を
図
る
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
25
年
10
月
分
以
降

と
し
て
お
支
払
い
す
る
年
金
額
は
、
４

月
か
ら
９
月
ま
で
の
額
か
ら
、
マ
イ
ナ

ス
１
・
０
％
の
改
定
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

今
後
の
解
消
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、

平
成
26
年
４
月
マ
イ
ナ
ス
１
・
０
％
、
平

成
27
年
４
月
マ
イ
ナ
ス
０
・
５
％
を
予
定

し
て
い
ま
す
。（
物
価
・
賃
金
が
上
昇
し

た
場
合
に
は
、
引
き
下
げ
幅
は
縮
小
し

ま
す
）

　

要
介
護
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
が
、
介

護
保
険
の
支
給
対
象
と
な
る
住
宅
改
修
を
行
う
場
合
、
費

用
の
９
割
が
介
護
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
（
申
請
上
限

額
20
万
円
）。

●
支
給
対
象
工
事
／

①
手
す
り
の
取
付
け

②
段
差
の
解
消

③
滑
り
の
防
止
・
移
動
の
円
滑
化
等
の
た
め
の
床
ま
た
は

　

通
路
面
の
材
料
の
変
更

④
引
き
戸
等
へ
の
扉
の
取
替
え

⑤
洋
式
便
器
等
へ
の
便
器
の
取
替
え

⑥
そ
の
他
、
①
～
⑤
の
工
事
に
伴
い
必
要
な
工
事

●
申
請
方
法
／
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
相
談
の
う
え
、

　

工
事
を
始
め
る
前
に
介
護
保
険
事
務
所
に
申
請
し
ま
す
。

●
支
給
方
法
／

　
【
償
還
払
い
】
改
修
工
事
業
者
に
工
事
費
用
を
全
額
支

　

払
っ
た
の
ち
、
介
護
保
険
か
ら
９
割
分
を
支
給
し
ま
す
。

　
【
受
領
委
任
払
い
】
介
護
保
険
か
ら
工
事
業
者
に
費
用
の

　

９
割
分
を
直
接
支
払
い
ま
す
。

※
受
領
委
任
払
い
の
場
合
は
、
工
事
業
者
か
ら
介
護
保
険

　

事
務
所
に
あ
ら
か
じ
め
届
出
が
必
要
で
す
。
受
領
委
任

　

払
い
で
の
支
給
を
希
望
す
る
場
合
は
申
請
す
る
前
に
工

　

事
業
者
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
介
護
保
険
事
務
所　

保
険
指
導
班

　

０
１
８
７
（
86
）
３
９
１
１

介
護
保
険
の
支
給
対
象
と
な
る

住
宅
の
改
修

介
護
保
険
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
　

な
ぜ
、
平
成
25
年
10
月
分
か
ら
の
年

　
　

金
額
が
下
が
っ
た
の
で
す
か
。

　
　

現
在
の
年
金
額
は
、
平
成
12
年
度
か

　
　

ら
平
成
14
年
度
に
か
け
て
、
物
価
下

　
　

落
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
金
額
を
据

　
　

え
置
い
た
こ
と
で
、
法
律
が
本
来
想

　
　

定
し
て
い
る
水
準
（
本
来
水
準
）
よ

　
　

り
も
２
・
５
％
高
い
水
準
（
特
例
水

　
　

準
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

そ
の
た
め
、
平
成
24
年
11
月
に
法
律

　
　

改
正
が
行
わ
れ
、
現
役
世
代
（
将
来

　
　

の
年
金
受
給
者
）
の
将
来
の
年
金
額

　
　

の
確
保
に
つ
な
げ
、
世
代
間
の
公
平

　
　

を
図
る
た
め
に
、
平
成
25
年
10
月
分

　
　

以
降
と
し
て
お
支
払
い
す
る
年
金
額

　
　

は
、
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
額
か
ら

　
　

マ
イ
ナ
ス
１
・
０
％
の
改
定
が
行
わ

　
　

れ
ま
す
。

平
成
25
年
10
月
分
か
ら
の

　
　
　

年
金
額
改
定
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

い
つ
の
年
金
支
払
い
か
ら
適
用
さ
れ

　
　

ま
す
か
？

　

改
定
後
の
年
金
に
つ
い
て
は
、
平
成

　
　

25
年
12
月
（
10
月
分
、
11
月
分
）
か

　
　

ら
の
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

新
し
い
年
金
額
の
お
知
ら
せ
は
、
い

　
　

つ
送
付
さ
れ
ま
す
か
。

　

改
定
後
の
年
金
額
は
、
年
金
額
改
定

　
　

通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　

年
金
額
改
定
通
知
書
は
、
12
月
13
日

　
　

の
支
払
い
に
向
け
、
原
則
と
し
て
、

　
　

年
金
振
込
通
知
書
と
一
体
と
な
っ
た

　
　

お
知
ら
せ
（
ハ
ガ
キ
）
で
、
12
月
４

　
　

日
以
降
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
順

　
　

次
、
年
金
受
給
者
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
に
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

０
５
７
０
（
05
）
１
１
６
５

Ｑ１Ａ

Ｑ２ＡＱ３Ａ
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